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委員長 職務代理 委 員 委 員 ５杉選第３４６号 

    議事録案です。 

訂正があれば、指摘をお願いします。 

確定した内容は、区公式HPへ掲載します。 

  令和６年第１１回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前１０時００分から 

  令和６年３月２６日（火）                 

午前１０時２０分まで 

出 席 者 
委 員 島田委員長、今井委員長職務代理、与島委員、小井委員 

事務局 石田局長、増田次長、中野選挙法規担当係長、清水主査 

開催場所  選挙管理委員会室       傍聴人 なし 

会議の結果 

及び 

主な発言 

議 案 等 結果 

報告 11－1 第 3回杉並区明るい選挙推進協議会の開催について 了承 

報告 11－2 事務局職員の異動について 了承 

委 員 長 これから令和 6年第 11回の定例会を開会いたします。 

 ＜第 3回杉並区明るい選挙推進協議会の開催について＞ 

委 員 長 報告事項 11－1について、事務局から説明をお願いします。 

局  長 

報告 11－1をご覧ください。 

本日 11 時より開催予定の第 3 回杉並区明るい選挙推進協議会に関する資料

となります。 

次第をご覧いただくと、明るい選挙推進協議会の流れが記載されております。 

まず始めに、明るい選挙推進協議会会長より開会の宣言をしていただきます。 

開会後、委員長よりご挨拶をしていただきます。 

今回の明るい選挙推進協議会は、選挙管理委員が交代してから初めての協議

会となりますので、議題の報告を行う前に私から選挙管理委員の皆様のご紹介

をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

その後、議題に入ります。今回は議題が 2つあります。 

1 つは下半期の選挙常時啓発事業報告について、もう 1 つは令和 5 年度出前

授業・模擬投票等実施報告についてとなります。これらの報告は事務局より行

います。 

事務局からの報告が終わりましたら、協議会委員の皆様から報告に関する質

疑やその他選挙全般に関するご意見やご質問を受け、それにお答えするという

流れとなります。 

今回の明るい選挙推進協議会で使用する資料は、資料 1 の下半期選挙常時啓

発事業報告と資料 2の令和 5年度出前授業・模擬投票等実施報告となります。 

資料 2の令和 5年度出前授業・模擬投票等実施報告をご覧ください。今年度

は小学校 3校と高等学校 2校の合計 5校で出前授業・模擬投票を実施いたしま

した。参加した児童・生徒数は、小学校 340名と高等学校 398名の合計 738名



 

 

でした。 

また、主に中学校での生徒会選挙等実施にあたり、選挙機材の貸出しや講演

を 16校で実施いたしました。 

このような内容を第 3 回杉並区明るい選挙推進協議会で説明する予定となっ

ております。 

以上、報告事項 11－1の説明となります。 

委 員 長 
ありがとうございました。委員の皆様、ご意見やご質問はありませんか。 

特にありませんか。それでは、報告事項 11－1についてはよろしいですか。 

一同 報告了承。 

 ＜事務局職員の異動について＞ 

委 員 長 次に、報告事項 11－2をお願いします。 

局  長 

報告 11－2をご覧ください。 

4月 1日付けで人事異動がありましたので、ご報告いたします。7月 7日執行

の東京都知事選挙を想定した人事異動となっております。 

まず、転出者については、選挙法規担当係長と職員 1名が異動になります。 

そして、転入者については、選挙法規担当係長を含む新しい職員が 6 名配属

になります。 

よって、4月からの事務局の体制は会計年度任用職員 1名を含め 15名体制に

なります。 

以上、報告事項 11－2の説明となります。 

委 員 長 ありがとうございました。委員の皆様、ご意見やご質問はありませんか。 

委員長 

職務代理 

東京都知事選挙については、理解しました。 

では、突発的に衆議院が解散し衆議院議員選挙が執行されることになった場

合には、事務局の体制は変わるのですか。 

局  長 

衆議院議員選挙の際は分区の対応が必要となりますので、東京都知事選より

も、さらに選挙法規担当係長 1名と職員 1名の 2名を配属してもらい、17名体

制で臨んでいます。 

委 員 長 それでは、報告 11－2についてはよろしいですか。 

一同 報告了承。 

 ＜その他＞ 

委 員 長 本日の予定されている報告は終了しましたが、その他にございますか。 

局  長 特にありません。 

委 員 長 では、最後に今後の予定等について確認をお願いします。 

局  長 

次回の第 12回の定例会は、4月 3日の水曜日に行います。内容は審査請求の

標準審理期間の設定についての議案等が予定されております。 

（議題書に沿って、3月 26日以降の日程を確認。） 

委 員 長 
その他、ご意見、ご質問などありませんか。無いようでしたら本日の委員会

を終了します。 



 

 

回 

議 

局 長 次 長 主 査 作成者 第11回定例会 令和６年３月２６日分 

     会議録の案を回議します。訂正があれば、指摘願いま

す。 

確定後は区公式HPへ掲載します。 


